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○伊方町建設工事低価格入札者排除措置要綱 

平成29年５月31日 

告示第42号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、町が発注する建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第２条第１項に規

定する建設工事（以下「町工事」という。）の競争入札における公正な競争と町工事の品

質を確保するため、町工事の競争入札において繰り返し低価格の入札を行う者に対して、

町工事の競争入札から排除するために必要な事項を定めるものとする。 

（対象） 

第２条 この告示の規定は、町工事において、伊方町建設工事低入札価格調査実施要綱（平

成 20 年伊方町告示第 16 号）第３条に規定する調査基準価格及び伊方町建設工事最低制

限価格制度実施要綱（平成 23 年伊方町告示第 19 号）第３条に規定する最低制限価格を

下回る価格で入札（以下「低入札」という。）を行った者（以下「低入札者」という。）

に適用する（開札後に無効となった者を含む。）。 

（注意喚起） 

第３条 町長は、低入札の再発を防止するため、低入札者に対して、低価格入札に係る注

意喚起について（様式第１号）により注意喚起を行うものとする。 

（排除措置） 

第４条 町工事の一般競争入札及び指名競争入札からの排除（以下「排除措置」という。）

は、各四半期の末日を基準日として、基準日以前に開札した当該年度の町工事の競争入

札において、低入札を累積２回以上行った者に対して行うこととし、排除措置の対象と

なる者（以下「排除措置対象者」という。）の排除期間は、基準日の翌々月の第１日か

ら「３＋（低入札累積回数－２）」箇月（排除期間が６箇月を超える場合は６箇月）と

する。 

２ 特定建設工事共同企業体が行った低入札については、構成員の累積回数に加算しない。

ただし、特定建設工事共同企業体が入札を行うときは、当該特定建設工事共同企業体の

構成員のいずれかが排除対象者であるときに、排除措置の対象とする。 

３ 排除措置を行った場合は、排除措置の対象となった基準日までの低入札については、

翌四半期以降の基準日の集計に加算しない。 

４ 町長は、排除措置対象者へ競争入札への入札参加制限について（様式第２号）により、

入札から排除する旨通知する。 

（その他） 

第５条 一般競争入札においては、排除措置対象者について排除期間は町工事の入札に参

加できないことを公告しなければならない。 

２ 低入札者及び排除措置対象者並びに排除期間については、建設工事排除措置対象者一

覧表（様式第３号）により公表する。 



 ２ 

３ 入札期間の初日から落札決定日までの間に排除措置の期間がある者の行った入札は無

効とし、当該入札が低入札であった場合には、低入札の累積回数に加算する。 

 

附 則 

この告示は、平成２９年６月１日から施行する。 
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様式第１号（第３条関係） 

 

第      号 

年  月  日 

 

       様 

 

 

伊方町長           □印 

 

 

低価格入札に係る注意喚起について 

 

 

     年  月  日に開札を行った下記案件について、貴社の入札は調

査基準価格（最低制限価格）を下回りましたのでお知らせします。 

 なお、町発注の建設工事の競争入札において２回以上低価格での入札が行わ

れた場合は、伊方町建設工事低価格入札者排除措置要綱に基づき、町発注の建

設工事の競争入札について、入札制限が行われますので注意してください。 

 

記 

 

１ 工事番号 

 

２ 工事名 

 

３ 予定価格（税抜き） 

 

４ 調査基準価格（最低制限価格）（税抜き） 

 

５ 入札金額（税抜き） 
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様式第２号（第４条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

       様 

 

 

伊方町長           □印 

 

 

競争入札への入札参加制限について 

 

 

 この度、貴社については、伊方町建設工事低価格入札者排除措置要綱第４条

の排除措置対象者に該当したため、下記期間において町が発注する建設工事の

競争入札に参加できませんのでお知らせします。 

 

記 

 

 排除期間     年  月  日 ～     年  月  日 
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様式第３号（第５条関係） 

建設工事排除措置対象者一覧表 

業者名
建 設 業
許可番号

所在地 入札日 工事番号 工事名 対象制度 排除期間

 


